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地方独立行政法人北海道立総合研究機構の第２期中期目標の期間の終了時に 

見込まれる中期目標の期間における業務の実績(案)に関する意見の概要 

 

１ 主旨 

 平成３０年４月１日に地方独立行政法人法（以下「法」という。）の一部改正が施行され、

業務実績評価の主体が評価委員会から設立団体の長である知事へ変更となったことに伴い、

北海道では、法第２８条第１項の規定に基づき、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以

下「法人」という。）に係る第２期中期目標期間（平成２７～３１年度）の終了時に見込ま

れる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を、北海道地方独立行政法人評価委員

会（以下「評価委員会」という。）の意見を踏まえて実施することとなった。 

このため、評価委員会は知事の諮問に応じ、評価を行い、その結果を知事への意見とする。 

 （なお、今回の意見は実績(案)に対するものであり、実績に対する最終意見は３１年度に述べる。） 

 

２ 意見結果 

（１）全体意見 

   第２期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間（平成２７～２９年度）の

業務実施状況について確認等を行ったところ、Ⅳとする意見（達成状況が良好である）が

３項目、Ⅱとする意見（達成状況が不十分である）が１項目となり、総合的に勘案すると、

「概ね良好である」ものと認められる。 

 

 ＜評価項目＞ 

１ 住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上 （意見：Ⅳ）  

２ 業務運営の改善 （意見：Ⅳ） 

３ 財務内容の改善 （意見：Ⅳ） 

４ その他業務運営 （意見：Ⅱ） 

 

      しかしながら、外部資金による研究課題数や依頼試験の実施件数など達成状況に遅れが

見られるものもあることから、今後、中期目標・中期計画の達成に向け、これまで以上に

積極的に取組を進めることを求める。 

また、次期中期目標・中期計画の策定に当たっては、社会経済情勢の変化や科学技術の  

進展を踏まえるとともに、本評価にも留意しながら、基盤的な研究の推進や地域固有の課  

題の解決はもとより分野横断的な研究開発の推進など、その総合力を一層発揮できるよ 

う検討するとともに、今後の施設整備についても、より具体的に検討を深めることを期待 

する。 

さらに、計画等の達成状況を的確に把握できるよう、適切な数値目標の設定や取組内容 

の具体化・明確化などにも留意願いたい。 

   なお、中期目標の策定作業における法人が達成すべき業務運営に関する目標の検討に当

たっては「道総研における研究開発の基本構想」など法人自身の考え方をよく聴くことに

ついて留意願いたい。  

 

（２）項目別意見 

   １「住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上」、２「業務運営の改善」、 

３「財務内容の改善」については、法人自己点検・評価がすべて３であったことなどから、 

評価をⅣ「達成状況が良好である」（すべて３以上）とした。 

４「その他業務運営」については、法令の遵守において、酒気帯び運転や速度超過の事

案、施設の安全管理において、灯油漏洩事故、牛の脱柵事故及び試験調査船による漁網損

傷事故及び情報セキュリティ管理において、ウイルス感染事案が発生したため、それぞれ

法人自己点検・評価では２評価であったことなどから、評価をⅡ「達成状況が不十分であ

る」（３以上の割合がおおむね９割未満）とした。 

資料５－３  
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（３）主な課題、改善事項等 

・ 外部資金による研究については、実績額については増加しているところであるが、

数値目標である課題数については、十分に実施できてない状況が見られることから更

に取り組む必要がある。また、目標設定のあり方も含めた検討が必要。 

・ 人材の採用、育成については、各年度において「研究職員採用計画」を策定し、採

用試験を実施しているところであるが、必要な人材の確保と育成には、更に取組の強

化が必要。 

・ 多様な財源の確保については、外部資金の獲得に積極的に取り組み、実績額が増加

したとともに、知的財産収入を各年度安定的に確保しているものの、更なる取組の強

化が必要。 

・ 施設及び設備の整備、活用については、施設の長寿命化を図るとともに計画的な施

設整備を行っているところであるが、小規模施設の更新も含めた庁舎等の整備につい

て中長期的な視点での具体的な整備計画の作成が必要。 

・ 法令の遵守については、研修等で意識の徹底を図っているところではあるが、交通

違反により検挙される事案などが発生しているため、更に取組が必要。 

・ 情報セキュリティ管理については、外部記録媒体への対応など、更に取組が必要。 

 

（４）次期中期目標等の策定に向けて 

次期中期目標・計画の策定に当たっては、社会経済情勢の変化や科学技術の進展を踏ま

えるとともに、次の事項に留意すること。 

① 総合力の一層の発揮 

 基盤的な研究の推進や地域固有の課題の解決、分野横断的な研究開発の推進など、

総合力を一層発揮できるよう検討すること。 

② 施設整備のあり方の検討 

中・長期的視点に立って、施設整備のあり方等の課題について検討すること。 

③ 計画等の達成状況の的確な把握 

 適切な数値目標の設定などについて検討すること。 

④ 中期目標の策定手順 

法人が達成すべき業務運営に関する目標の策定に当たっては、「道総研における 

研究開発の基本構想」など法人自身の考え方をよく聴くこと。 
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（参考）中期目標期間見込評価に関する意見 項目別意見一覧表 

中期計画項目 
項目 

番号 

自己点

検 ・ 評

価 

（参考） 

年度評価 
検証 項目別

意見 
27 28 29 27-29 

第１ 

住民に対

して提供す

るサービス

その他の

業務の質

の向上 

 １ 研究の推進

及び成果の普及

・活用 

 （１）研究ニーズへの対応 １ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

１ 

 

Ⅳ 

 （２）研究

開発の推進 

 ア 研究の重点化 ２ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 イ 研究開発の推進方向 ３ 
３ Ａ Ａ Ａ ３ 

（研究推進項目） 43-59 

 ウ 研究ロードマップ ４ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 エ 研究の実施（戦略研究） ５ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 エ 研究の実施（重点研究） ６ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 エ 研究の実施（経常研究） ７ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 エ 研究の実施（外部資金）、

数値目標  
８ ３ Ａ Ａ Ｂ ３ 

 （３）研究の評価  ９ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （４）研究成果の発信、数値目標 １０ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （５）研究成果の普及、数値目標 １１ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ２ 知的財産の

有効活用 

 （１）知的財産の管理、数値目標 １２ ３ Ａ Ｂ Ａ ３ 

 （２）知的財産の利活用促進、数値目標 １３ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ３ 総合的な技

術支援 

 （１）技術相談、技術指導等の実施、数値

目標 
１４ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （２）依頼試験、設備使用等の実施、数値

目標 
１５ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （３）建築性能評価、構造計算適合性判定

の実施 
１６ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （４）担い手の育成支援 １７ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ４ 連携の推進 
 （１）外部機関との連携、数値目標 １８ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （２）行政機関との連携 １９ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ５ 広報機能の強化、数値目標  ２０ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

第２ 

業務運営

の改善及

び効率化 

 １ 業務運営の基本的事項 ２１ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

２ 

 

Ⅳ 

 ２ 組織体制の改善 ２２ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ３ 業務の適切

な見直し 

 （１）事務処理の改善 ２３ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （２）道民や利用者からの意見把握と改善 ２４ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ４ 人事の改善 
 （１）職員の意欲等の向上 ２５ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （２）人材の採用、育成 ２６ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

第３ 

財務内容

の改善 

 １ 財務の基本

的事項 

 （１）透明性の確保 ２７ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

３ 

 

Ⅳ 

 （２）財務運営の効率化 ２８ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ２ 多様な財源

の確保 

 （１）外部資金、（２）知的財産収入、（３）依

頼試験収入 
２９ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ３ 経費の効率

的な執行 

 （１）経費の執行  ３０ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 （２）管理経費の節減 ３１ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ４ 資産の管理 ３２ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

第４ 

その他業

務運営 

 １ 施設及び設

備の整備、活用 

 （１）施設等の維持管理 ３３ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

４ 

 

Ⅱ 

 （２）施設等の整備 ３４ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ２ 法令の遵守 ３５ ２ Ｂ Ａ Ｂ ２ 

 ３ 安全管理 ３６ ２ Ｂ Ｂ Ａ ２ 

 ４ 情報セキュリティ管理 ３７ ２ Ａ Ｂ Ａ ２ 

 ５ 社会への貢献 ３８ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ６ 災害等の対

応 

 （１）災害発生時等の対応 ３９ ３ Ａ Ｓ Ａ ３ 

 （２）災害等に関連した調査・研究 ４０ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ７ 情報公開 ４１ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

 ８ 環境への配慮 ４２ ３ Ａ Ａ Ａ ３ 

※年度評価は、29年度から評価委員会意見へ変更 
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意見基準 
＜年度評価＞ 

意見基準 

判断の目安 

取組の項目に関する事項 
（右欄の項目以外の項目） 

数値目標の項目に 
関する事項 

S 上回って実施している 取組の結果、所期の成果等を上回ったとき 達成度が90％以上（S、A
の評価は取組状況等を勘
案の上、判断する。） 

A 十分に実施している 取組の結果、所期の成果等を得たとき 

B 十分に実施していない 
取り組んではいるが、所期の成果等を得られなかっ
たとき 

達成度が90％未満 
（B、Cの評価は取組状況
等を勘案の上、判断す
る。） C 実施していない 取組が行われていないとき 

 

＜検証＞ 

 

＜項目別意見＞ 
 

 

意見基準 判断の目安 

４ 中期計画の水準に既に達している。 29年度末時点で、中期計画の水準以上の取組を実施 

３ 中期計画の取組を順調に実施してい
る。 

29年度末時点で、中期計画の水準には達していないが、中期計画達成に
向けた取組を実施 

２ 中期計画の取組が順調とはいえな
い。 

中期計画の実施に当たって課題などがあり、29年度末時点では不十分 

１ 中期計画の取組を実施していない。 計画自体の見直し等が必要であり、実質的に未実施 

意見基準 判断の目安 

Ⅴ 中期目標の達成状況が非常に優れて
いる。 

評価委員会が特に認める場合 

Ⅳ 中期目標の達成状況が良好である。 中期計画の評価が全て３以上の場合 

Ⅲ 中期目標の達成状況が概ね良好であ
る。 

中期計画の評価の３以上の割合が概ね９割以上の場合 

Ⅱ 中期目標の達成状況が不十分ある。 中期計画の評価の３以上の割合が概ね９割未満の場合 

Ⅰ 中期目標が達成されておらず、重大
な改善事項がある。 

評価委員会が特に認める場合 


